
給水申込から使用開始までの手続の流れ

（別記様式第５－２号）

（別記様式第７号）

（別記様式第８号）

（別記様式第５－３号）

注 使　用　者

栃　木　県

※申込使用水量は原則として減量

　できません

取出管等設置工事
申込書の提出

（別記様式第５号）

審　　　　　　査

（別記様式第６号）

（別記様式第１号）
給水申込の提出は
原則として使用開始
１年前とする。※審　　　　　　査

給水承認書の交付 （別記様式第２号）

基本供給水量の決定

給水申込書の提出

     試  験  通  水

     使  用  開  始

給水施設新設等工事
承認申請書の提出

鬼怒工業用水道取出管等接
続工事の負担に関する協定

取出管等接続工事
概算金額通知書の通知

取出管等布設工事

検査結果通知

工　事　着　手

中　間　検　査

（別記様式第９号）取出管等接続工事費
確定通知書の通知

給水施設新設等工事
承認書の交付

工　事　完　成

工事完成届の提出

取出管等布設工事完成 しゅん工検査
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